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（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
で
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
本

部
の
設
置
並
び
に
基
本
方
針
及
び
実
行
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
輸
出
証
明
書
の
発
行
等
、
輸
出
事
業
計
画

の
認
定
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
本
部

１

農
林
水
産
省
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
本

部
は
、
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
事
務

並
び
に
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と

す
る
。

２

本
部
の
長
は
、
農
林
水
産
大
臣
を
も
っ
て
充
て
、
本
部
員
は
、
総
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大

臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
等
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
基
本
方
針
及
び
実
行
計
画
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本
部
は
、
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
農
林
水
産
物
及

び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
実
行
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
輸
出
証
明
書
の
発
行
等

１

主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
等
は
、
輸
出
先
国
の
政
府
機
関
か
ら
、
輸
入
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
農
林
水
産
物
又

は
食
品
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
等
が
輸
出
証
明
書
を
発
行
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
農
林
水
産
物
又
は
食
品
の
輸
出
を
行
う
事
業
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
輸
出
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
等
は
、
輸
出
先
国
の
政
府
機
関
か
ら
、
そ
の
区
域
（
海
域
を
含
む
。
）
に
お
い
て
農
林

水
産
物
又
は
食
品
が
生
産
さ
れ
、
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
流
通
す
る
過
程
に
お
い
て
有
害
な
物
質
が
混
入
す
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
輸
出
先
国
の
政
府
機
関
が
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
区
域
（
以
下
「
適
合
区
域
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
生
産
さ
れ
、
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
流
通
す
る
こ
と
が
輸
入
条
件
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
農

林
水
産
物
又
は
食
品
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
区
域
指
定
農
林
水
産
物
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
等
が
適
合
区
域
を
指
定
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
区
域
指
定
農
林
水
産
物
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等
の
適
合
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

主
務
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
等
又
は
登
録
認
定
機
関
は
、
輸
出
先
国
の
政
府
機
関
か
ら
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
輸
出
先
国
の
政
府
機
関
が
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
施
設

（
以
下
「
適
合
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
生
産
さ
れ
、
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
流
通
す
る
こ
と
が
輸
入
条
件

と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
農
林
水
産
物
又
は
食
品
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
施
設
認
定
農
林
水
産
物

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
等
又
は
登
録
認
定
機
関
が
適
合
施
設
を
認
定
す
る
よ
う
求
め

ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
設
認
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
施
設
の
設
置
者
又
は
管
理
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き

は
、
施
設
認
定
農
林
水
産
物
等
の
適
合
施
設
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
登
録
認
定
機
関

登
録
認
定
機
関
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
大
臣
に
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
主

務
大
臣
は
、
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
適
合
施
設
の
認
定
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

五
、
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
た
め
の
取
組
を
行
う
事
業
者
に
対
す
る
支
援
措
置
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１

農
林
水
産
物
又
は
食
品
の
輸
出
の
た
め
の
取
組
を
行
う
者
は
、
農
林
水
産
物
又
は
食
品
の
輸
出
の
拡
大
を
図
る
た
め
こ

れ
ら
の
生
産
、
製
造
、
加
工
又
は
流
通
の
合
理
化
、
高
度
化
そ
の
他
の
改
善
を
図
る
事
業
（
以
下
「
輸
出
事
業
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

認
定
輸
出
事
業
に
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
措
置
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
認
定
輸
出
事
業
者
を
食
品
等
の

流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
と
み
な
し
、
ま
た
、
認
定

輸
出
事
業
に
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
措
置
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
認
定
輸
出
事
業
者
を
食
品
の
製
造
過

程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
株
式
会
社
日

本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
等
の
支
援
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


